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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事務局運営について 

 
平素は当本部運営にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、ここ数日、日本全体並びに千葉県内における感染者数の急増及び新型コロナウイル
ス対策特別措置法に基づく政府対策本部が設置されるなど、予断を許さない状況が続いて
おります。 
 このような状況を踏まえまして、当面の間、千葉県本部事務局は総本部の勤務体制に倣い、
事務局運営を以下のとおり変更いたします。 
 なお、事務局運営が滞ることのないよう努めて参りますので、ご理解賜りますようお願い
申し上げます。 
 
  1. 業務時間 午前 10 時から午後 3 時まで（受付時間 午後 2 時まで） 
  2. 期間 令和 2 年 4 月 8 日から 5 月 6 日まで（状況に応じ延⻑措置を講ずる） 
 
 なお、一般社団法人全国不動産協会千葉県本部並びに全日本不動産政治連盟千葉県本部
の事務局も上記と同様の運営となりますのでご了承ください。 
 


